
令 和 8 年 3 月 23 日  

一 宮 市 規 則 第 5 号 か ら 第 13 号 ま で を 別 紙 の と お り 公

布 す る 。  

一 宮 市 長  中  野  正  康  



規 則 番 号 一 覧 表 

規則第5号  一宮市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

規則第6号  一宮市都市拠点整備室設置規則 

規則第7号  一宮市副市長の事務分担等を定める規則の一部を改正する規則 

規則第8号  一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

規則第9号  一宮市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則 

規則第10号  一宮市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

規則第11号  展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

規則第12号  一宮市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則 

規則第13号  一宮市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 



令和8年3月23日 

一宮市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第5号 

一宮市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

(一宮市事務分掌規則の一部改正) 

第1条 一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(債権回収特別対策室等の設置等) (債権回収特別対策室等の設置等) 

第3条の2 次の表の右欄に掲げる事務を処理

させるため、これに対応する同表左欄に掲

げる課に同表中欄に掲げる室を置く。 

第3条の2 略 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

別表第2(第3条関係) 別表第2(第3条関係) 

総合政策部 略 総合政策部 略 

総務部 略 総務部 略 

財務部 略 財務部 略 

市民健康部 市民健康部 

市民課 市民課 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

(7) 埋火葬の許可及び斎場の使用の

許可等に関する事務 

(7) 埋火葬の許可        

   に関する事務 

(8)～(12) 略 (8)～(12) 略 

保険年金課 保険年金課 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 保険給付       に関す

る事務 

(3) 国民健康保険の保険給付に関す

る事務 

(4) 被保険者資格       に

関する事務 

(4) 国民健康保険の被保険者資格に

関する事務 

(5)・(6) 略 (5)・(6) 略 

(7) 子ども医療費、心身障害者医療

費、精神障害者医療費及び母子・父

子家庭等医療費の助成に関する事務

(8) 後期高齢者福祉医療費の助成に

関する事務 



(9)・(10) 略 (7)・(8) 略 

(11) 後期高齢者医療保険料の徴収に

関する事務 

(12) 後期高齢者医療の健康診査に関

する事務 

(13) 愛知県後期高齢者医療広域連合

に関する事務 

 医療助成課 

 (1) 子ども医療費、心身障害者医療

費、精神障害者医療費及び母子・父

子家庭等医療費の助成に関する事務

 (2) 後期高齢者福祉医療費の助成に

関する事務 

 (3) 後期高齢者医療の保険給付に関

する事務 

 (4) 後期高齢者医療の被保険者資格

に関する事務 

 (5) 後期高齢者医療保険料の徴収に

関する事務 

 (6) 後期高齢者医療の健康診査等に

関する事務 

 (7) 愛知県後期高齢者医療広域連合

に関する事務 

保健所保健総務課 略 保健所保健総務課 略 

保健所保健予防課 略 保健所保健予防課 略 

保健所保健衛生課 略 保健所保健衛生課 略 

保健所健康支援課 保健所健康支援課 

(1)～(11) 略 (1)～(11) 略 

 (12) 妊婦のための支援給付に関する

事務 

福祉部 福祉部 

(福祉事務所) (福祉事務所) 

福祉総務課 略 福祉総務課 略 

障害福祉課 障害福祉課 

(1) 略 (1) 略 

 (2) 障害者基本計画等の策定及び推

進に関する事務 

(2)～(8) 略 (3)～(9) 略 

 (10) 自立支援給付及び障害児通所給



付に関する事務 

 (11) 障害者自立支援協議会に関する

事務 

生活福祉課 生活福祉課 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 法定外援護に関する事務 

(5) 略 (4) 略 

高年福祉課 略 高年福祉課 略 

介護保険課 略 介護保険課 略 

子ども家庭部 略 子ども家庭部 略 

環境部 略 環境部 略 

活力創造部 活力創造部 

産業振興課 産業振興課 

(1)～(16) 略 (1)～(16) 略 

 (17) 中心市街地活性化に関する事務

観光交流課 観光交流課 

(1) 中心市街地活性化に関する事務 

(2)～(13) 略 (1)～(12) 略 

農業振興課 略 農業振興課 略 

スポーツ課 略 スポーツ課 略 

指定管理課 略 指定管理課 略 

博物館管理課 略 博物館管理課 略 

図書館管理課 略 図書館管理課 略 

まちづくり部 まちづくり部 

都市計画課 都市計画課 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

 (8) 広域事業の連絡調整等に関する

事務 

(8) 駅周辺及びインター周辺整備に

関する事務 

(9) 駅周辺        整備に

関する事務 

(9)・(10) 略 (10)・(11) 略 

地域交通課 略 地域交通課 略 

区画整理課 区画整理課 

(1)～(8) 略 (1)～(8) 略 

(9) 土地区画整理事業の計画に関す

る事務 

(10) 組合等が行う土地区画整理事業

施行全般の技術指導に関する事務 

(11) 組合等が行う土地区画整理事業



の許認可等に関する事務 

(12) 略 (9) 略 

公園緑地課 略 公園緑地課 略 

建築部 略 建築部 略 

建設部 略 建設部 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記1】 

現行 

課 室 分掌事務 

略 

子育て支援課 略 

改正案 

課 室 分掌事務 

略 

子育て支援課 略 

施設管理課 施設建設準備室 (1) ごみの広域処理に係る一般廃棄物処理

施設の建設工事に関する事務 

(2) ごみの広域処理に係る企画調整に関す

る事務 

(3) ごみの広域処理に係る計画の実施に関

する事務 

【別記2】 

現行 

部 課 

略 

市民健康部 略 

保険年金課 

略 

略 

改正案 

部 課 

略 

市民健康部 略 

保険年金課 

医療助成課 



略 

略 

(一宮市行政機関設置条例施行規則の一部改正) 

第2条 一宮市行政機関設置条例施行規則(平成17年一宮市規則第4号)の一部を次のように

改正する。 

現行 改正後 

(条例第2条の規則で定める事務) (条例第2条の規則で定める事務) 

第2条 条例第2条の表の市長及び福祉事務所

長の権限に属する事務のうち規則で定める

ものは、次のとおりとする。 

第2条 略 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

(7) 埋火葬の許可及び斎場の使用の許可

等に関する事務 

(7) 埋火葬の許可          

 に関する事務 

(8)～(17) 略 (8)～(17) 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市出張所処務規則の一部改正) 

第3条 一宮市出張所処務規則(昭和52年一宮市規則第32号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(分掌事務) (分掌事務) 

第3条 出張所において取り扱う事務は、次

に掲げるとおりとする。 

第3条 略 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 埋火葬の許可及び斎場の使用の許可

等に関する事務 

(6) 埋火葬の許可          

 に関する事務 

(7)～(11) 略 (7)～(11) 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市公印規則の一部改正) 

第4条 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

別表第2(第3条―第5条、第9条関係) 別表第2(第3条―第5条、第9条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

公印番号 公印名 書体 寸法(ミ

リメート

ル) 

ひな形 管守課 個数 用途 



略 

17 愛知県一宮

市長之印 

てん書 方21  市民課 1 略 

各出張所 各1 

尾西事務所窓

口課 

2 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

会計課 1 

17の3 愛知県一宮

市長之印 

てん書 方21 市民課 1 略 

各出張所 各1 

尾西事務所窓

口課 

2 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

略 

18 愛知県一宮

市長職務代

理者之印 

てん書 方21 行政課 12 略 

尾西事務所総

務管理課 

2

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

18の2 愛知県一宮

市長職務代

理者之印 

てん書 方21 市民課 1 略 

各出張所 各1 

尾西事務所窓

口課 

2 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

略 

33 一宮市立○

○長印 

れい書 方21 朝日荘 1 朝日荘長

又はいず

み学園長

名で発す

る文書 

いずみ学園 1 

略 

90 後期高齢者

医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

てん書 方14 保険年金課 1 後期高齢

者医療保

険料の徴

収事務専

用 

90の2 後期高齢者 てん書 方14  保険年金課 1 後期高齢



医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

者医療保

険料の徴

収事務(電

子計算機

による押

印)専用 

91 後期高齢者

医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

てん書 方14 保険年金課 1 後期高齢

者医療保

険料の徴

収事務(印

刷)専用 

略 

改正案 

公印番号 公印名 書体 寸法(ミ

リメート

ル) 

ひな形 管守課 個数 用途 

略 

17 愛知県一宮

市長之印 

てん書 方21  市民課 1 略 

各出張所 各1 

尾西事務所窓

口課 

1 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

会計課 1 

17の3 愛知県一宮

市長之印 

てん書 方21 市民課 1 略 

各出張所 各1 

尾西事務所窓

口課 

1 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

略 

18 愛知県一宮

市長職務代

理者之印 

てん書 方21 行政課 12 略 

尾西事務所総

務管理課 

1

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

18の2 愛知県一宮

市長職務代

てん書 方21  市民課 1 略 

各出張所 各1 



理者之印 尾西事務所窓

口課 

1 

木曽川事務所

総務窓口課 

1 

略 

33 一宮市立朝

日荘長之印 

れい書 方21 朝日荘 1 朝日荘長

名で発す

る文書 

33の2 一宮市立い

ずみ学園長

之印 

れい書 方21 
園

長

之

印

い

ず

み

学

一

宮

市

立

子ども発達支

援課 

1 いずみ学

園長名で

発する文

書 

略 

90 後期高齢者

医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

てん書 方14 医療助成課 1 後期高齢

者医療保

険料の徴

収事務専

用 

90の2 後期高齢者

医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

てん書 方14 医療助成課 1 後期高齢

者医療保

険料の徴

収事務(電

子計算機

による押

印)専用 

91 後期高齢者

医療事務専

用愛知県一

宮市長之印 

てん書 方14 医療助成課 1 後期高齢

者医療保

険料の徴

収事務(印

刷)専用 

略 

付 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の一宮市

公印規則別表第2 33の項の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は、公布の日か

ら施行する。 



令和8年3月23日 

一宮市都市拠点整備室設置規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第6号 

一宮市都市拠点整備室設置規則 

(設置) 

第1条 地域の活性化及び経済の発展に寄与する拠点の創出を目的とした都市基盤整備事

業の実施に向けた検討を行うため、まちづくり部に都市拠点整備室(以下「整備室」とい

う。)を設置する。 

(分掌事務) 

第2条 整備室の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 都市基盤整備事業の計画に関する事務 

(2) 都市基盤整備事業の事業化促進に関する事務 

(3) 組合等が行う土地区画整理事業施行全般の技術指導に関する事務 

(4) 組合等が行う土地区画整理事業の許認可等に関する事務 

(補職) 

第3条 整備室に都市拠点整備室長(以下「室長」という。)を置く。 

2 整備室に課長その他必要な職員を置くことができる。 

(職務権限) 

第4条 室長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。 

2 その他の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。 

(予算の編成及び執行等) 

第5条 整備室における予算の編成及び執行並びに事務の専決及び代決については、予算の

編成及び執行に関する規則(昭和40年一宮市規程第7号)及び一宮市専決規程(昭和45年一

宮市規程第1号)に規定する部等の次長等に係る事項を室長に適用する。 

(雑則) 

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正) 

2 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の一部を

次のように改正する。 

現行 改正後 

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係) 別表第1 等級別基準職務表(第3条関係) 

1 行政職給料表(1)の等級別基準職務 1 略 



(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 7級 室長(地域DX戦略室長    

       を除く。)、いずみ学園

長、管理主事、尾西生涯学習センター館

長、尾西南部生涯学習センター館長、図

書館長、博物館長、資料館長、美術館長、

一宮消防署長、分署長、尾西消防署長、

木曽川消防署長、消防1課長若しくは消

防2課長の職又は市長が別に定める職 

(4) 7級 室長(地域DX戦略室長及び都

市拠点整備室長を除く。)、いずみ学園

長、管理主事、尾西生涯学習センター館

長、尾西南部生涯学習センター館長、図

書館長、博物館長、資料館長、美術館長、

一宮消防署長、分署長、尾西消防署長、

木曽川消防署長、消防1課長若しくは消

防2課長の職又は市長が別に定める職 

(5) 8級 地域DX戦略室長、尾西事務所

長、木曽川事務所長         、

会計管理者、監査事務局長若しくは消防

次長の職又は市長が別に定める職 

(5) 8級 地域DX戦略室長、尾西事務所

長、木曽川事務所長、都市拠点整備室長、

会計管理者、監査事務局長若しくは消防

次長の職又は市長が別に定める職 

(6) 略 (6) 略 

2・3 略 2・3 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 



令和8年3月23日 

一宮市副市長の事務分担等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第7号 

一宮市副市長の事務分担等を定める規則の一部を改正する規則 

一宮市副市長の事務分担等を定める規則(令和4年一宮市規則第3号)の一部を次のように

改正する。 

現行 改正後 

(事務分担) (事務分担) 

第2条 副市長の事務分担は、次のとおりと

する。 

第2条 略 

(1) 福井副市長 山田副市長の事務分担

以外に関する事務 

(1) 福井副市長 田中副市長の事務分担

以外に関する事務 

(2) 山田副市長 まちづくり部、建築部、

建設部及び上下水道部に関する事務並

びに市長が特に命ずる事項に関する事

務 

(2) 田中副市長 まちづくり部、建築部、

建設部及び上下水道部に関する事務並

びに市長が特に命ずる事項に関する事

務 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 



令和8年3月23日 

一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第8号 

一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次のよう

に改正する。 

現行 改正後 

第22条 略 第22条 略 

2～10 略 2～10 略 

 11 条例第16条第2項に規定する市長が規則

で定める額は、育児休業法第2条の規定によ

り育児休業をした職員(以下この項におい

て「育児休業職員」という。)が基準日現在

(退職し、又は死亡した育児休業職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在)におい

て受けるべき給料の月額に100分の4を乗じ

て得た額を当該育児休業職員が担当してい

た業務に任命権者に命ぜられて従事した職

員の人数で除して得た額(その額に1円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額)に市長が別に定める方法により算出

した月数を乗じて得た額とする。 

11 略 12 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下

「施行日」という。)以後に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)

第2条の規定により育児休業をしている職員が当該育児休業をする前に担当していた業

務(以下「育休職員担当業務」という。)に任命権者に命ぜられて従事する職員の勤勉手

当の額について適用し、施行日前に育休職員担当業務に任命権者に命ぜられて従事した

職員の勤勉手当の額については、なお従前の例による。 



令和8年3月23日 

一宮市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第9号 

一宮市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則 

(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正) 

第1条 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次の

ように改正する。 

現行 改正後 

第18条 略 第18条 略 

2～9 略 2～9 略 

10 前項の期間の算定については、次に掲げ

る期間を控除する。 

10 前項の期間の算定については、次に掲げ

る期間を除算する。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

11 基準日以前6か月以内の期間において、次

に掲げる者が条例の適用を受ける職員とな

った場合(第2号に掲げる者にあっては、引

き続き条例の適用を受ける職員となった場

合に限る。)は、その期間内においてそれら

の者として在職した期間は、第8項の在職期

間に算入する。 

11 基準日以前6か月以内の期間において、次

に掲げる者が条例の適用を受ける職員とな

った場合(第2号に掲げる者にあっては、引

き続き条例の適用を受ける職員となった場

合に限る。)は、その期間内においてそれら

の者として勤務した期間は、第9項の在職期

間に算入する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

12 第9項及び第10項の規定は、前項の期間の

算定について準用する。 

12 前項の期間の算定については、第10項各

号に掲げる期間に相当する期間を除算す

る。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正) 

第2条 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の一

部を次のように改正する。 

現行 改正後 

目次 目次 

第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則(第1条・第2条) 

第2章 等級別基準職務表(第3条) 第2章 等級別基準職務表(第3条) 

第3章 新たに職員となった者の職務の級

及び号給(第4条―第12条) 

第3章 新たに職員となった者の職務の級

及び号給(第4条―第11条) 

第4章 昇格及び降格(第13条・第14条) 第4章 昇格及び降格(第12条―第14条) 

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異 第5章 初任給基準又は給料表の適用を異



にする異動(第15条―第18条) にする異動(第15条―第18条) 

第6章 削除 第6章 削除 

第7章 昇給(第22条―第28条の2) 第7章 昇給(第22条―第28条の2) 

第8章 降号(第29条) 第8章 降号(第29条) 

第9章 特別の場合における号給の決定(第

30条・第31条) 

第9章 特別の場合における号給の決定(第

30条・第31条) 

第10章 雑則(第32条・第33条) 第10章 雑則(第32条・第33条) 

付則 付則 

第3章 新たに職員となった者の職務

の級及び号給 

第3章 新たに職員となった者の職務

の級及び号給 

(新たに職員となった者の職務の級) (新たに職員となった者の職務の級) 

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、

この条の定めるところにより、その者の能

力等を考慮し、その職務に応じて決定する

ものとする。 

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、

この条の定めるところにより、その者の能

力等を考慮し、その職務に応じて決定する

ものとする。この場合において、第12条後

段に規定する職務の級に決定される職員に

ついては、同条後段の規定を準用する。 

2 略 2 略 

3 経験者採用試験           

            の結果に基づい

て新たに職員となった者その他市長の定め

る職員(以下「経験者試験等採用者」とい

う。)          の職務の級は、

市長がその者に求められる能力等を考慮し

て指定する採用試験の結果により採用され

た部内の他の職員で、当該経験者試験等採

用者の採用の日に占めることとなる職の職

務とその複雑、困難及び責任の度が同程度

の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、

当該経験者試験等採用者の有する知識経

験、免許等を考慮して決定するものとする。

3 経験者試験等採用者(新たに職員となった

者のうち、経験者採用試験の結果に基づい

て採用された者その他その有する経験年数

が1年以上である者(前項に規定する者を除

く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、

 部内の他の職員で、当該経験者試験等採

用者の採用の日に占めることとなる職の職

務とその複雑、困難及び責任の度が同程度

の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、

当該経験者試験等採用者の有する知識経

験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、前2項の規

定の適用を受ける者以外の者      

       の職務の級は、その者が新た

に職員となった日においてその者に適用さ

れる初任給基準表の職種欄の区分及び学歴

免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務

の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっ

ては、その者に適用される給料表の最下位

4 新たに職員となった者のうち、その有する

経験年数が1年に満たない者(採用試験又は

経験者採用試験の結果に基づいて採用され

た者を除く。)の職務の級は、その者が新た

に職員となった日においてその者に適用さ

れる初任給基準表の職種欄の区分及び学歴

免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務

の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっ

ては、その者に適用される給料表の最下位



の職務の級)を基礎としてその者の経験年

数に相当する期間をその者の職務と同種の

職務に引き続き在職したものとみなして決

定することができる。 

の職務の級)に決定するものとする   

         。 

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交

流等により引き続き第10条各号のいずれか

に掲げる者になった者であって、当該者か

ら人事交流等により引き続いて職員となっ

たものの職務の級は、同条各号   に掲

げる者となった日の前日におけるその者の

職務の級               

        を基礎として引き続き職

員であったものとして昇格 の規定の例に

よるものとした場合に決定することができ

る職務の級の範囲内で決定するものとす

る。 

5             職員から人事交

流等により引き続き次の各号 のいずれか

に掲げる者になった者であって、当該者か

ら人事交流等により引き続いて職員となっ

たものの職務の級について、当該各号に掲

げる者となった日の前日におけるその者の

職務の級を踏まえて決定することが、その

者の能力等を考慮し、その職務に応じて決

定するために適当と認められる場合は、前2

項の規定にかかわらず、当該前日における

その者の職務の級を基礎として引き続き職

員であったものとして昇格等の規定の例に

よるものとした場合に決定することができ

る職務の級に決定できる   ものとす

る。 

 (1) 一宮市に勤務する者で給料表の適用

を受けないもの 

 (2) 他の地方公共団体の職員 

 (3) 国家公務員 

 (4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の

減少により廃職又は過員を生じたことに

より退職して1年を経過しない者 

 (5) 法令の規定により任期が定められて

いる職員でその任期が満了したもの 

 (6) 前各号に掲げる者に準ずる者として

市長が定める者 

(新たに職員となった者の号給) (新たに職員となった者の号給) 

第5条 新たに職員となった者の号給は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める号給とする。 

第5条 略 

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決

定された職員   その者に適用される

初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免

許等欄の区分に対応する初任給欄に定め

る号給 

(1) 前条第2項に規定する職員(第4号に掲

げる職員を除く。) その者に適用される

初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免

許等欄の区分に対応する初任給欄に定め

る号給 



(2) 経験者試験等採用者 市長が当該経

験者試験等採用者に求められる能力等を

考慮して指定する採用試験の結果により

採用された            部

内の他の職員            

       で、当該経験者試験等採

用者の採用の日に新たに職員となったも

のとした場合に、当該経験者試験等採用

者の有する経験年数に相応する経験年数

を有することとなる者が、当該経験者試

験等採用者の採用の日に属する職務の級

と同一の職務の級に属する場合に受ける

こととなる号給を踏まえ、当該経験者試

験等採用者の有する能力等を考慮して決

定する号給             

(2) 経験者試験等採用者 その者に適用

される初任給基準表の職種欄の区分及び

学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準

表のこれらの欄の区分の適用を受ける部

内の他の職員(以下この号において「部内

職員」という。)で、当該経験者試験等採

用者の採用の日に新たに職員となったも

のとした場合に、当該経験者試験等採用

者の有する経験年数に相応する経験年数

を有することとなる者が、当該経験者試

験等採用者の採用の日に属する職務の級

と同一の職務の級に属する場合に受ける

こととなる号給を踏まえ、当該経験者試

験等採用者の有する能力等を考慮して決

定する号給(部内職員がいない者及びこ

れに準ずる者として市長の定める者にあ

っては、市長の定める号給) 

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職

員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に

定める号給 

(3) 前条第4項に規定する職員(次号に掲

げる職員を除く。) その者に適用される

初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免

許等欄の区分に対応する初任給欄に定め

る号給 

ア 前条の規定により決定された職務の

級の号給が初任給基準表に定められ

ている職員 当該号給 

イ 前条の規定により決定された職務の

級の号給が初任給基準表に定められ

ていない職員 初任給基準表に定め

る号給を基礎としてその者の属する

職務の級に昇格し、又は降格したもの

とした場合に第13条第1項又は第14条

第1項の規定により得られる号給 

(4) 略 (4) 略 

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴

免許等の資格又は経験年数を有する職員

(経験者試験等採用者を除く。)の号給につ

いては、同項             

2 前条第5項各号に掲げる者から人事交流等

により引き続いて職員となった者    

              の号給につ

いて、当該人事交流等による異動又は退職

の直前に受けていた号給を踏まえて決定す

ることが適当と認められる場合その他これ



    の規定にかかわらず、第7条から第

12条までに定めるところにより、初任給基

準表に定める号給を調整し、又はその者の

号給を同項の規定による号給より上位の号

給とすることができる。 

に準ずる場合として市長が定める場合に

は、前項の規定にかかわらず、市長の   

     定めるところにより、その者の

号給を決定する            

    ことができる。 

(初任給基準表の適用方法) (初任給基準表の適用方法) 

第6条 初任給基準表は、その者に適用される

給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分

及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用す

る     。 

第6条 初任給基準表は、その者に適用される

給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分

及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用す

るものとする。 

2 略 2 略 

(学歴免許等の資格による号給の調整) 

第7条 新たに職員となった者のうち、その者

に適用される初任給基準表の学歴免許等の

欄の学歴免許等の資格を有するもので、当

該学歴免許等の資格を取得するに際しその

者の職務に直接有用な知識又は技術を修得

したと認めるものに対する初任給基準表の

適用については、その者に適用される同表

の初任給の欄に定める号給を修学年数に応

じ調整することができる。 

第7条 削除 

(経験年数を有する者の号給) (経験年数を有する者の号給) 

第8条 新たに職員となった次の各号に掲げ

る者のうち、当該各号に定める経験年数を

有する者の号給は、第5条第1項の規定によ

る号給(前条の規定の適用を受ける者にあ

っては、同条の規定による号給)の号数に、

当該経験年数の月数を12月で除した数(1未

満の端数があるときは、これを切り捨てた

数)に4(新たに職員となった者が第25条第1

項に規定する特定職員であるときは、3(行

政職給料表(1)の適用を受ける職員でその

職務の級が8級以上であるもの又は第27条

の2に規定する職員にあっては、0))を乗じ

て得た数を加えて得た数を号数とする号給

とすることができる。 

第8条 新たに職員となった次の各号に掲げ

る者のうち、当該各号に定める経験年数を

有する者の号給は、第5条第1項の規定によ

る号給                

               の号数に、

当該経験年数の月数を12月で除した数(1未

満の端数があるときは、これを切り捨てた

数)に4(新たに職員となった者が第25条第1

項に規定する特定職員であるときは、3(行

政職給料表(1)の適用を受ける職員でその

職務の級が8級以上であるもの又は第27条

の2に規定する職員にあっては、0))を乗じ

て得た数を加えて得た数を号数とする号給

とすることができる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(下位の区分を適用する方が有利な場合の (特別の事情がある職員に対する職務の級



号給) 及び号給の取扱い) 

第9条 前2条の規定による号給が、その者に

適用される初任給基準表の学歴免許等の欄

の区分より初任給の欄の号給が下位である

学歴免許等の欄の区分を用い、又はその者

の有する学歴免許等の資格のうちの下位の

資格のみを有するものとしてこれらの規定

を適用した場合に得られる号給に達しない

職員については、当該下位の区分を用い、

又は当該下位の資格のみを有するものとし

てこれらの規定を適用した場合に得られる

号給をもって、その者の号給とすることが

できる。 

第9条 この章の規定により職員の職務の級

及び号給を決定する場合にその採用が著し

く困難になる場合その他職員の採用の事情

を考慮して特別の事情があると認められる

場合は、この章の規定にかかわらず、その

職員が有する能力、知識経験、学歴免許等

の資格等を考慮してあらかじめ市長の承認

を得て定める基準に従い、当該職員の職務

の級及び号給を決定することができる。 

(人事交流等により異動した場合の号給) 

第10条 次に掲げる者から人事交流等により

引き続いて職員となった者の号給につい

て、前2条の規定による場合には著しく他の

職員との均衡を失すると認められるとき

は、これらの規定にかかわらず、市長の定

めるところにより、その者の号給を決定す

ることができる。 

第10条及び第11条 削除 

(1) 一宮市に勤務する者で給料表の適用

を受けないもの 

(2) 他の地方公共団体の職員 

(3) 国家公務員 

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の

減少により廃職又は過員を生じたことに

より退職して1年を経過しない者 

(5) 法令の規定により任期が定められて

いる職員でその任期が満了したもの 

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として

市長が定める者 

(特殊の職に採用する場合の号給) 

第11条 特殊の技術、経験等を必要とする職

に職員を採用しようとする場合において、

号給の決定について、第8条又は第9条の規

定による場合にはその採用が著しく困難に

なると認められるときは、これらの規定に

かかわらず、他の職員との均衡を考慮し、



市長の承認を得て、その者の号給を決定す

ることができる。 

 第4章 昇格及び降格 

 (昇格) 

第12条 削除 第12条 職員を昇格させる場合には、その職

務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、

その者の属する職務の級を決定するものと

する。この場合において、その属する職務

の級を行政職給料表(1)7級以上の級その他

市長の定める職務の級に決定される職員

は、その職務の級に分類されている職務の

複雑、困難及び責任の度を考慮して市長が

定める要件を満たしていなければならな

い。 

第4章 昇格及び降格 

(初任給基準        を異にする

異動の場合の職務の級) 

(初任給基準又は給料表の適用を異にする

異動の場合の職務の級) 

第15条 職員を給料表の適用を異にすること

なく初任給基準表に異なる初任給の定めが

ある他の職種に属する職務に異動させる場

合には、その異動後の職務に応じ、かつ、

その異動の日に新たに職員となったものと

した場合にその者に適用されることとなる

初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許

等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級

(第5条第1項第4号に掲げる職員にあって

は、その者に適用される給料表の最下位の

職務の級)を基礎としてその者の経験年数

に相当する期間その者の職務と同種の職務

に引き続き在職したものとみなして決定す

ることができる職務の級の範囲内で昇格さ

せ、当該職務に応じて降格させ、又は引き

続き従前の職務の級にとどまらせるものと

する。 

第15条 次の各号に掲げる異動をした職員の

職務の級               

  は、その異動後の職務に応じ決定する

                ものと

する。この場合において、第12条後段に規

定する職務の級に決定される職員について

は、同条後段の規定を準用する。 

 (1) 初任給基準表に異なる初任給の定め

がある他の職種に属する職務への異動

(次号に掲げる異動を除く。) 



 (2) 給料表の適用を異にする他の職務へ

の異動 

(初任給基準を異にする異動をした職員の

号給) 

(初任給基準を異にする異動をした職員の

号給) 

第16条 前条に規定する  異動をした職員

の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

第16条 前条第1号に掲げる異動をした職員

の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 略 (1) 略 

(2) その初任給の決定について第10条又

は第11条の規定の適用を受けた者   

      (次号に掲げる者を除く。)

 あらかじめ市長の承認を得て定める基

準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇

給等の規定を適用した場合に異動の日に

受けることとなる号給 

(2) その初任給の決定について第5条第2

項   の規定の適用を受けた者及び市

長の定める者(次号に掲げる者を除く。)

 あらかじめ市長の承認を得て定める基

準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇

給等の規定を適用した場合に異動の日に

受けることとなる号給 

(3) 略 (3) 略 

2・3 略 2・3 略 

(給料表の適用を異にする異動の場合の職

務の級) 

第17条 職員を給料表の適用を異にして他の

職務に異動させる場合におけるその者の職

務の級は、その異動後の職務に応じて、決

定するものとする。 

第17条 削除 

(給料表の適用を異にする異動をした職員

の号給) 

(給料表の適用を異にする異動をした職員

の号給) 

第18条 第16条第1項の規定(第3号の規定を

除く。)及び同条第2項の規定は、前条に規

定する  異動をした職員の異動後の号給

について準用する。この場合において、第1

6条第1項第1号中「次号及び第3号」とある

のは「次号」と、同項第2号中「及び基準日

以後に新たに職員となりその号給の決定に

ついて第10条又は第11条の規定の適用を受

けた者(次号に掲げる者を除く。)」とある

のは「並びに基準日以後新たに職員となっ

た者のうち、その号給の決定について第10

条又は第11条の規定の適用を受けた者及び

市長の定める異動に該当する異動をした

者」と読み替えるものとする。 

第18条 第16条第1項の規定(第3号の規定を

除く。)及び同条第2項の規定は、第15条第2

号に掲げる異動をした職員の異動後の号給

について準用する。この場合において、第1

6条第1項第1号中「次号及び第3号」とある

のは「次号」と、同項第2号中「市長の定め

る者(次号に掲げる者を除く。)     

               」とある

のは「市長の定める者         

 」と読み替えるものとする。 



(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数) (特定職員の昇給区分及び昇給の号給数) 

第25条 略 第25条 略 

2～9 略 2～9 略 

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給

数が、昇給日にその者が属する職務の級の

最高の号給の号数から当該昇給日の前日に

その者が受けていた号給(当該昇給日にお

いて職務の級を異にする異動又は第15条に

規定する  異動をした特定職員にあって

は、当該異動後の号給)の号数を減じて得た

数に相当する号給数を超えることとなる特

定職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項

の規定にかかわらず、当該相当する号給数

とする 

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給

数が、昇給日にその者が属する職務の級の

最高の号給の号数から当該昇給日の前日に

その者が受けていた号給(当該昇給日にお

いて職務の級を異にする異動又は第15条第

1号に掲げる異動をした特定職員にあって

は、当該異動後の号給)の号数を減じて得た

数に相当する号給数を超えることとなる特

定職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項

の規定にかかわらず、当該相当する号給数

とする 

11 略 11 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の一部改正) 

第3条 一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和45年一宮市規則第24号)の一部を次

のように改正する。 

現行 改正後 

(認定) (認定) 

第3条 略 第3条 略 

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とす

ることはできない。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) その者の所得の合計額が年額1,300,0

00円以上              

           である者。この場

合の所得の計算については、所得税法(昭

和40年法律第33号。以下「法」という。)

に規定する給与所得、雑所得のうち公的

年金等に係るもの及び法第9条第1項第3

号に規定する所得(以下「給与所得等」と

いう。)にあっては法第36条の収入金額

を、給与所得等以外の所得にあってはそ

の所得の金額に92を乗じ35で除して得た

額を所得とする。 

(2) その者の所得の合計額が年額1,300,0

00円以上(満18歳に達する日後の最初の4

月1日から満22歳に達する日以後の最初

の3月31日までの間にある者にあっては、

年額1,500,000円以上)である者。この場

合の所得の計算については、所得税法(昭

和40年法律第33号。以下「法」という。)

に規定する給与所得、雑所得のうち公的

年金等に係るもの及び法第9条第1項第3

号に規定する所得(以下「給与所得等」と

いう。)にあっては法第36条の収入金額

を、給与所得等以外の所得にあってはそ

の所得の金額に92を乗じ35で除して得た

額を所得とする。 



3～5 略 3～5 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正) 

第4条 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の一部を次

のように改正する。 

現行 改正後 

(定義) (定義) 

第2条 略 第2条 略 

2 この規則において、「支給単位期間」とは、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める期間をいう。 

2 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 第5条第1項第3号に規定する交通用具

を通勤のため利用する場合      

1か月 

(3) 第5条第1項第3号に規定する交通用具

を通勤のため利用する場合又は同条第5

項に規定する駐車場等を利用する場合 

1か月 

3 前項第1号に掲げる交通機関について、次

の各号のいずれかに掲げる事由(第9条第1

項各号に掲げる事由に該当する場合に限

る。)が前項第1号に定める期間に係る最後

の月の前月以前に生ずることが当該期間に

係る最初の月の初日において明らかである

場合には、当該事由が生ずることとなる日

の属する月(その日が月の初日である場合

にあっては、その日の属する月の前月)まで

の期間について、同項の規定にかかわらず、

同項の規定に準じて支給単位期間を定める

ことができる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 専従許可を受け、外国の地方公共団体

の機関等に派遣される一般職の地方公務

員の処遇等に関する法律(昭和62年法律

第78号。以下「派遣法」という。)第2条

第1項の規定により派遣され、地方公務員

の育児休業等に関する法律(平成3年法律

第78号。以下「育児休業法」という。)

第2条の規定により育児休業をし    

(2) 専従許可を受け、外国の地方公共団体

の機関等に派遣される一般職の地方公務

員の処遇等に関する法律(昭和62年法律

第78号。以下「派遣法」という。)第2条

第1項の規定により派遣され、地方公務員

の育児休業等に関する法律(平成3年法律

第78号。以下「育児休業法」という。)

第2条の規定により育児休業をし、育児休

業法第19条第1項に規定する部分休業(1

日の勤務時間の全部について勤務しない



                  、

自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5

第1項の規定する自己啓発等休業をいう。

以下同じ。)をし、配偶者同行休業(地方

公務員法第26条の6第1項の規定する配偶

者同行休業をいう。以下同じ。)をし、研

修等のために旅行をし、又は休暇を取得

することにより通勤しないこととなるこ

と。 

こととなる場合のものに限る。)により、

自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5

第1項の規定する自己啓発等休業をいう。

以下同じ。)をし、配偶者同行休業(地方

公務員法第26条の6第1項の規定する配偶

者同行休業をいう。以下同じ。)をし、研

修等のために旅行をし、又は休暇を取得

することにより通勤しないこととなるこ

と。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(届出) (届出) 

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、通勤届又は通勤変更届により、

その通勤の実状を直ちに 任命権者に届け

出なければならない。 

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、通勤届又は通勤変更届により、

その通勤の実情を速やかに任命権者に届け

出なければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 住居を変更し、又は通勤の運賃の額 

          に変更があった場

合 

(2) 住居を変更し、又は通勤の運賃の額若

しくは自動車等(自動車又は原動機付自

転車その他の原動機付の交通用具をい

う。以下同じ。)の駐車のための施設(そ

の所在地及び利用形態が市長が別に定め

る要件を満たすものに限る。以下「駐車

場等」という。)の料金に変更があった場

合 

(3) 通勤の方法に変更があった場合 (3) 通勤方法を変更し、又は駐車場等の利

用を開始し、若しくは終了した場合 

2 略 2 略 

(通勤手当の額) (通勤手当の額) 

第5条 通勤手当の額は、次に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

第5条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 通勤のため自転車又は原動機付自転

車、自動車その他の原動機付の交通用具

を利用するもの(前2号に該当するものを

除く。) 次に掲げる通勤距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、それぞれ次に

定める額(在宅勤務等手当を支給される

職員にあっては、その額に100分の50を乗

じて得た額とし、定年前再任用短時間勤

(3) 通勤のため自転車又は自動車等  

を利用するもの(前2号に該当するものを

除く。) 次に掲げる通勤距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、それぞれ次に

定める額(在宅勤務等手当を支給される

職員にあっては、その額に100分の50を乗

じて得た額とし、定年前再任用短時間勤



務職員にあっては、その額に100分の62

(勤務条件の特殊性その他のやむを得な

い理由によりこれにより難い場合は、こ

れに相当する範囲内で別に定める割合)

を乗じて得た額) 

務職員にあっては、その額に100分の62

(勤務条件の特殊性その他のやむを得な

い理由によりこれにより難い場合は、こ

れに相当する範囲内で別に定める割合)

を乗じて得た額) 

ア 4キロメートル未満のもの 3,300円 ア 4キロメートル未満のもの 3,400円

イ 4キロメートル以上6キロメートル未

満のもの 4,500円 

イ 4キロメートル以上6キロメートル未

満のもの 4,600円 

ウ 6キロメートル以上8キロメートル未

満のもの 5,700円 

ウ 6キロメートル以上8キロメートル未

満のもの 5,800円 

エ 8キロメートル以上10キロメートル

未満のもの 6,900円 

エ 8キロメートル以上10キロメートル

未満のもの 7,000円 

オ 10キロメートル以上12キロメートル

未満のもの 8,200円 

オ 10キロメートル以上12キロメートル

未満のもの 8,300円 

カ 12キロメートル以上14キロメートル

未満のもの 9,500円 

カ 12キロメートル以上14キロメートル

未満のもの 9,600円 

キ 14キロメートル以上16キロメートル

未満のもの 10,800円 

キ 14キロメートル以上16キロメートル

未満のもの 10,900円 

ク 16キロメートル以上18キロメートル

未満のもの 12,100円 

ク 16キロメートル以上18キロメートル

未満のもの 12,200円 

ケ 18キロメートル以上20キロメートル

未満のもの 13,400円 

ケ 18キロメートル以上20キロメートル

未満のもの 13,500円 

コ 20キロメートル以上30キロメートル

未満のもの 14,900円 

コ 20キロメートル以上30キロメートル

未満のもの 15,000円 

サ 30キロメートル以上40キロメートル

未満のもの 16,400円 

サ 30キロメートル以上40キロメートル

未満のもの 16,500円 

シ 40キロメートル以上50キロメートル

未満のもの 17,900円 

シ 40キロメートル以上50キロメートル

未満のもの 18,000円 

ス 50キロメートル以上のもの 19,400

円 

ス 50キロメートル以上のもの 19,500

円 

2 略 2 略 

3 第1項第1号及び第2号の規定による通勤手

当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照

らし最も経済的かつ合理的と認められる通

常の通勤の経路及び方法 により算出する

ものとする。 

3 第1項第1号及び第2号の規定による通勤手

当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照

らし最も経済的かつ合理的と認められる通

常の通勤経路及び通勤方法により算出する

ものとする。 

4 略 4 略 

 5 第1項第3号に掲げる職員で、駐車場等を利

用し、その料金を負担することを常例とす



るものの通勤手当の額は、同号の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位

期間につき1か月当たりの駐車場等の料

金に相当する額としてそれぞれ次に定め

る額(その額が5,000円を超える場合にあ

っては、5,000円) 

 ア 月を単位として駐車場等の料金が定

められている場合 当該料金の額 

 イ 駐車場等の料金を定める期間(月又

は年によって定めた期間に限る。)が2

以上の月にわたる場合 当該料金の

額をそのわたる月の数で除して得た

額(その額に1円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額) 

 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

市長が別に定める額 

 (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手

当 第1項第3号の規定による額 

(通勤手当の返納) (通勤手当の返納) 

第9条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係

るものを除く。)を支給される職員につき、

次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた

場合は、当該職員に、次項に定める額を返

納させるものとする。 

第9条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 通勤の経路若しくは通勤の方法を変

更し                

      、又は通勤のため負担する

運賃の額           に変更

があったことにより、通勤手当の額が改

定される場合(前条第3項後段の規定に該

当する場合を除く。) 

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等

を変更し、駐車場等の利用を開始し、若

しくは終了し、又は通勤のため負担する

運賃の額若しくは駐車場等の料金に変更

があったことにより、通勤手当の額が改

定される場合(前条第3項後段の規定に該

当する場合を除く。) 

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 

2・3 略 2・3 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 



(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の給与の支給等

に関する規則第18条第11項の改正規定(「第8項」を「第9項」に改める部分に限る。)及

び第4条中一宮市職員の通勤手当支給に関する規則第2条第3項第2号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

(施行日前に新たに職員となった者の号給の調整) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に一宮市職員採用規則(昭和51年一宮

市規則第51号)に規定する競争試験又は選考(施行日に採用することを予定して行われた

ものであり、かつ、施行日に当該競争試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となっ

た部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日

における号給については、その者が施行日に新たに職員となったものとした場合との均

衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うこ

とができる。 

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正) 

3 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年一宮市規則第7号)の一部を次のよ

うに改正する。 

現行 改正後 

(一般任期付職員の号給の決定の特例) (一般任期付職員の号給の決定の特例) 

第8条 新たに一般任期付職員となった者の

号給は、前条並びに初任給規則第3条から第

10条まで及び第12条      の規定を

適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、

部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、

昇給等に係る規定を適用した場合に当該採

用の日に受けることとなる号給を超えない

範囲内で決定することができる。 

第8条 新たに一般任期付職員となった者の

号給は、前条並びに初任給規則第3条から第

6条まで、第8条、第9条及び第12条の規定を

適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、

部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、

昇給等に係る規定を適用した場合に当該採

用の日に受けることとなる号給を超えない

範囲内で決定することができる。 

2 初任給規則第16条第1項第2号の規定は、前

項の規定の適用を受ける一般任期付職員に

ついて準用する。この場合において、同号

中「第11条  」とあるのは、「一般職の任

期付職員の採用等に関する規則(平成15年

一宮市規則第7号)第8条第1項      

  」と読み替えるものとする。 

2 初任給規則第16条第1項第2号の規定は、前

項の規定の適用を受ける一般任期付職員に

ついて準用する。この場合において、同号

中「第5条第2項」とあるのは、「第5条第2

項又は一般職の任期付職員の採用等に関す

る規則(平成15年一宮市規則第7号)第8条第

1項」と読み替えるものとする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 



令和8年3月23日 

一宮市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第10号 

一宮市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

一宮市国民健康保険税条例施行規則(昭和60年一宮市規則第17号)の一部を次のように改

正する。 

現行 改正後 

(国民健康保険税の減免) (国民健康保険税の減免) 

第3条 次の表の左欄に掲げる各号のいずれ

かに該当し、事情やむを得ないと認める場

合は、条例第26条の規定により、同表の左

欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定め

る額の国民健康保険税を減免する。ただし、

同表第5号イの規定は、条例第23条第1項第1

号又は第2号の規定により国民健康保険税

を減額される者については、適用しないも

のとする。 

第3条 略 

【別記 参照】 【別記 参照】 

2・3 略 2・3 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

減免の理由 減免額 

略 

(2) 世帯主又は被保険者の前年の合計所得金

額が一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第

38号)第24条第1項第2号に規定する額に2を

乗じて得た金額以下で、前年の翌年中の合計

所得金額の見込額が前年の合計所得金額に

比して2分の1以下に減少すると認められる

場合 

左欄に該当する者に係る条例第3条、第6条又は

第8条     の規定により算出した所得割

額の100分の50に相当する額 

略 

(4) 賦課期日現在(4月1日)、障害者又は児童

扶養手当の受給者で総所得金額等が1,350,0

00円以下の場合 

左欄に該当する者に係る条例第3条、第6条又は

第8条     の規定により算出した所得割

額の100分の50に相当する額 



(5) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療

制度の被保険者資格を取得し、かつ、当該被

用者保険の被扶養者であった者が国民健康

保険の被保険者資格を取得した場合(当該被

用者保険の被扶養者であった期間内に当該

被用者保険に係る保険料を賦課されていな

い期間がある者が、国民健康保険の資格取得

時点で65歳以上の者である場合に限る。)。

この場合において、この号イの規定による減

免は、国民健康保険の資格取得後2年間に限

り、行うものとする。 

ア 左欄に該当する者に係る条例第3条又は第

6条     の規定により算出した所得割

額の全額 

イ 左欄に該当する者に係る条例第4条又は第

7条           に規定する額の1

00分の50(条例第23条第1項第3号の規定に該

当する場合は、100分の30)に相当する額(当

該世帯(特定世帯を除く。)が減免対象者のみ

で構成されている場合は、特定継続世帯以外

の世帯にあってはこれらの額に、条例第5条

第1号又は第7条の2第1号        に

規定する額の100分の50(条例第23条第1項第

3号の規定に該当する場合は、100分の30)に

相当する額を、特定継続世帯にあってはこれ

らの額に、条例第5条第1号又は第7条の2第1

号        に規定する額の100分の2

5(条例第23条第1項第3号の規定に該当する

場合は、100分の10)に相当する額を加算した

額) 

略 

改正案 

減免の理由 減免額 

略 

(2) 世帯主又は被保険者の前年の合計所得金

額が一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第

38号)第24条第1項第2号に規定する額に2を

乗じて得た金額以下で、前年の翌年中の合計

所得金額の見込額が前年の合計所得金額に

比して2分の1以下に減少すると認められる

場合 

左欄に該当する者に係る条例第3条、第6条、第

8条又は第9条の3の規定により算出した所得割

額の100分の50に相当する額 

略 

(4) 賦課期日現在(4月1日)、障害者又は児童

扶養手当の受給者で総所得金額等が1,350,0

00円以下の場合 

左欄に該当する者に係る条例第3条、第6条、第

8条又は第9条の3の規定により算出した所得割

額の100分の50に相当する額 

(5) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療

制度の被保険者資格を取得し、かつ、当該被

用者保険の被扶養者であった者が国民健康

保険の被保険者資格を取得した場合(当該被

ア 左欄に該当する者に係る条例第3条、第6

条又は第9条の3の規定により算出した所得

割額の全額 

イ 左欄に該当する者に係る条例第4条、第7



用者保険の被扶養者であった期間内に当該

被用者保険に係る保険料を賦課されていな

い期間がある者が、国民健康保険の資格取得

時点で65歳以上の者である場合に限る。)。

この場合において、この号イの規定による減

免は、国民健康保険の資格取得後2年間に限

り、行うものとする。 

条、第9条の4又は第9条の5に規定する額の1

00分の50(条例第23条第1項第3号の規定に該

当する場合は、100分の30)に相当する額(当

該世帯(特定世帯を除く。)が減免対象者のみ

で構成されている場合は、特定継続世帯以外

の世帯にあってはこれらの額に、条例第5条

第1号、第7条の2第1号又は第9条の6第1号に

規定する額の100分の50(条例第23条第1項第

3号の規定に該当する場合は、100分の30)に

相当する額を、特定継続世帯にあってはこれ

らの額に、条例第5条第1号、第7条の2第1号

又は第9条の6第1号に規定する額の100分の2

5(条例第23条第1項第3号の規定に該当する

場合は、100分の10)に相当する額を加算した

額) 

略 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第3条第1項の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



令和8年3月23日 

展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第11号 

展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

展望塔の管理及び運営に関する条例施行規則(平成7年一宮市規則第27号)の一部を次の

ように改正する。 

現行 改正後 

(付属設備の種類及び利用料金の上限額) (付属設備の種類及び利用料金の上限額) 

第5条 展望塔に設置する付属設備の種類及

び利用料金の上限額は、次のとおりとする。

第5条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) テレビ望遠鏡 1回につき200円 (2) テレビ望遠鏡 1回につき300円 

2 略 2 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 



令和8年3月23日 

一宮市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第12号 

一宮市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則 

一宮市消防本部の組織に関する規則(昭和48年一宮市規則第29号)の一部を次のように改

正する。 

現行 改正後 

(組織) (組織) 

第2条 本部に総務課、予防課、消防救急課

  及び通信指令課を置く。 

第2条 本部に総務課、予防課、消防課、救

急課及び通信指令課を置く。 

(消防救急課の事務分掌) (消防課  の事務分掌) 

第3条の3 消防救急課は、次の事務をつかさ

どる。 

第3条の3 消防課  は、次の事務をつかさ

どる。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 消防署          の企画

調整に関する事務 

(5) 消防署における警防及び救助の企画

調整に関する事務 

(6) 災害の警戒及び防御に関する事務 

(7) 救急及び救助に関する事務 (6) 警防及び救助に関する事務 

(8) 消防活動  の基準、研究及び対策

に関する事務 

(7) 警防及び救助の基準、研究及び対策

に関する事務 

(9) 救急及び救助統計に関する事務 

(10) 消防署員の         教

育及び訓練に関する事務 

(8) 消防署員の警防及び救助に関する教

育及び訓練に関する事務 

(11) 救急の普及及び応急手当、指導に関

する事務 

(12) 略 (9) 略 

 (救急課の事務分掌) 

 第3条の4 救急課は、次の事務をつかさど

る。 

 (1) 消防署における救急の企画調整に関

する事務 

 (2) 災害の警戒及び防御に関する事務 

 (3) 救急活動の基準、研究及び対策に関

する事務 

 (4) 救急統計に関する事務 

 (5) 消防署員の救急に関する教育及び訓



練に関する事務 

 (6) 応急手当の普及及び指導に関する事

務 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、これら

に準ずる事務 

(通信指令課の事務分掌) (通信指令課の事務分掌) 

第3条の4 略 第3条の5 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市消防本部の組織に関する規則に規定する消防

本部消防救急課に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の一宮

市消防本部の組織に関する規則に規定する消防本部消防課に勤務を命ぜられたものとみ

なす。 

(一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正) 

3 一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年一宮市規則第32号)の一部を次の

ように改正する。 

現行 改正後 

(委員の定数) (委員の定数) 

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組

織の区分(以下「組織区分」という。)ごと

に、それぞれ当該各号に定めるとおりと

し、委員の総定数は、13人とする。 

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組

織の区分(以下「組織区分」という。)ごと

に、それぞれ当該各号に定めるとおりと

し、委員の総定数は、12人とする。 

(1) 総務課、予防課及び消防救急課 3

人 

(1) 総務課及び予防課       1

人 

 (2) 消防課及び救急課 1人 

(2)～(6) 略 (3)～(7) 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 



令和8年3月23日 

一宮市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第13号 

一宮市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 

一宮市火災予防条例施行規則(昭和48年一宮市規則第39号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(設備の届出) (設備の届出) 

第6条 条例第44条各号に掲げる火を使用す

る設備等を設置するときは、次に掲げる届

出書を2部提出しなければならない。 

第6条 略 

(1) 条例第44条第1号から第8号の2まで

に掲げる設備については、炉・厨房設

備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設

備・乾燥設備・サウナ設備      

    ・ヒートポンプ冷暖房機・火花

を生ずる設備・放電加工機設置届出書 

(1) 条例第44条第1号から第8号の2まで

に掲げる設備については、炉・厨房設

備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設

備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サ

ウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花

を生ずる設備・放電加工機設置届出書 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

(帳票) (帳票) 

第13条 この規則の施行に関し必要な帳票

の名称は、次のとおりとし、その様式につ

いては、別に定める。 

第13条 略 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) ／炉・厨房設備・温風暖房機・ボイ

ラー／給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ

設備  ／ヒートポンプ冷暖房機  

     ／火花を生ずる設備・放電加

工機／設置届出書 

(6) ／炉・厨房設備・温風暖房機・ボイ

ラー／給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サ

ウナ設備／一般サウナ設備・ヒートポン

プ冷暖房機／火花を生ずる設備・放電加

工機／設置届出書 

(7)～(21) 略 (7)～(21) 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この規則は、令和8年3月31日から施行する。 


